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午前１０時００分 開会

○岡 田議 長 こ れよ り 令和８ 年米 子市 議会４ 月臨 時会を 開会 いた

します。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に先立ち、諸般の報告をいたします。

稲 田議 員は本 日の 会 議は欠 席で あり ますの で、 御了承 願い ます。

次 に、 地方自 治法 第 １２１ 条の 規定 により 、本 日の会 議に 説明

のた め出 席を求 めた 者 の職氏 名は 、報 告書の とお り御了 承願 いま

す。

な お、 本日の 議事 日 程は、 配付 して おりま す日 程書の とお り行

いたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～

第１ 会議録署名議員の指名

○岡 田議 長 そ れで は 、日程 第１ 、会 議録署 名議 員の指 名を 行い

ます。

会 議録 署名議 員は 、 会議規 則第 １２ ５条の 規定 により 、中 田議

員及び森田議員を指名いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～

第２ 会期の決定

○岡田議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。

お 諮り いたし ます 。 本臨時 会の 会期 は、本 日１ 日限り とい たし

たいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、会 期は、 本日 １日



限りと決定いたしました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第３ 議案第５９号

○岡 田議 長 次 に、 日 程第３ 、議 案第 ５９号 、米 子市議 会の 議員

が長 期欠 席をし た場 合 等にお ける 議員 報酬及 び期 末手当 の特 例に

関する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

戸田議会運営委員長。

○戸 田議 員（登 壇） ただい ま御 上程 をいた だき ました 議案 第５

９号 につ いて、 委員 会 を代表 いた しま して提 案理 由の御 説明 を申

し上げます。

議 案第 ５９号 、米 子 市議会 の議 員が 長期欠 席を した場 合等 にお

ける 議員 報酬及 び期 末 手当の 特例 に関 する条 例の 制定に つい ては、

米子 市議 会の議 員の 職 責及び 米子 市議 会への 市民 の信頼 の確 保に

鑑み 、議 員が長 期欠 席 をした 場合 にお ける議 員報 酬及び 期末 手当

に関 し、 米子市 特別 職 の職員 の給 与に 関する 条例 の特例 を定 める

ため制定しようとするものであります。

何 とぞ 全議員 の皆 様 方の御 賛同 を賜 ります よう お願い 申し 上げ、

提案理由の説明とさせていただきます。

○岡田議長 これより本件に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。



これより本件を採決いたします。

本 件に ついて 、原 案 のとお り可 決す ること に御 異議あ りま せん

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、本 件は、 原案 のと

おり可決されました。

先 ほど 中田議 員ほ か ４名か ら、 議案 第６０ 号、 稲田清 議員 に対

する辞職勧告決議についてが提出されました。

お 諮り いたし ます 。 本件に つい ては 、緊急 を要 する事 件と 認め、

日程 に追 加し、 議題 と いたし たい と思 います 。こ れに御 異議 あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、本 件を日 程に 追加

し、議題とすることに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～

追加日程 議案第６０号

○岡田議長 それでは、本件を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

中田議員。

○中 田議 員（登 壇） ただい ま御 上程 をいた だき ました 議案 第６

０号 につ いて、 議員 有 志を代 表い たし まして 提案 理由の 御説 明を

申し上げます。

議 案第 ６０号 は、 稲 田清議 員に 対す る辞職 勧告 決議に つい てで

あります。

我 々米 子市議 会議 員 は、市 民の 厳粛 な負託 を受 け、市 議会 とい



う市 政に おける 議決 機 関を構 成す る者 として 、市 民の模 範と なる

べき 高い 倫理観 と品 位 を保持 しな けれ ばなり ませ ん。米 子市 議会

基本 条例 及び米 子市 議 会議員 政治 倫理 条例で は、 議員に 対し 、地

位を 利用 して不 正の 疑 惑を持 たれ るお それの ある 行為を 厳に 慎み、

市民 の信 頼に値 する 高 い倫理 観を 自覚 し、そ の品 位保持 に努 める

ことが厳格に義務づけられております。

し かし ながら 、今 般 、稲田 清議 員は 、受託 収賄 容疑で 逮捕 され、

その 後も 勾留が 続く と いう事 態に 至り ました 。こ れはた とえ 起訴

前の 段階 であり 、推 定 無罪の 原則 があ るとは いえ 、現職 の議 員が

刑事 事件 の容疑 者と し て、長 期間 、議 員とし ての 職責を 全う でき

ない状況にあること自体、極めて重い事実であります。

こ のよ うなこ とは 、 明らか に本 市の 条例が 定め る議員 とし ての

義務 に違 反する もの で あり、 議会 に対 する市 民の 信頼を 根底 から

失墜 させ るもの であ り ます。 特に 次期 米子市 議会 議員選 挙を 目前

に控 えた 今、こ の深 刻 な事態 を放 置し 、市民 に対 して何 ら明 確な

姿勢 を示 さない まま 選 挙を迎 える こと は、議 会の 自己浄 化能 力を

放棄するものと言わざるを得ません。

よ って 、米子 市議 会 は、毅 然と した 態度を もっ て稲田 清議 員に

対し 、事 態の重 大さ と 自らの 社会 的・ 道義的 責任 を真摯 に受 け止

め、 議員 として の責 任 を明確 にす るた め、速 やか にその 職を 辞す

ることを勧告するものであります。

以 上、 決議す るこ と につき まし て、 何とぞ 全議 員の皆 様方 の御

賛同 を賜 ります よう お 願い申 し上 げ、 提案理 由の 説明と させ てい

ただきます。

○岡田議長 これより本件に対する質疑に入ります。



土光議員。

○土 光議 員 稲 田議 員 が逮捕 、勾 留さ れ、議 員と しての 職責 を全

うで きな い事態 に陥 っ たこと に関 して 、起訴 また は不起 訴の 判断

が検 察に よりな され て いない 現時 点で 、その よう な事態 を招 いた

責が 彼に あると 判断 す るのか どう かお 聞きし ます 。もし そう であ

る場合、そのように考える理由をお聞きします。

○岡田議長 中田議員。

○中田議員 土光議員の質問にお答えいたします。

御 質問 の逮捕 、勾 留 され、 議員 とし ての職 責を 全うで きな い事

態を 招い たその 責任 、 それに つき まし ては本 人に あるも のと 判断

いたします。

そ して その理 由と い たしま して 、米 子市議 会基 本条例 第１ ３条

第１ 項に おいて 、議 員 に対し 、地 位を 利用し て不 正の疑 惑を 持た

れる おそ れのあ る行 為 をしな いと いう 極めて 高い 注意義 務を 課し

てい るか らであ りま す 。受託 収賄 事件 という 市政 の根幹 に関 わる

容疑 、逮 捕、勾 留さ れ た事実 は、 たと え司法 の判 断を待 つま でも

なく 、こ の条例 が求 め る不正 を疑 われ るよう な行 動をあ らか じめ

慎む とい う議員 とし て の義務 を果 たせ なかっ たこ とを意 味し ます。

そのような考え方から御提案申し上げております。

改 めて 、本決 議は 、 刑事上 の責 任を 問うも ので はなく 、現 職議

員が 条例 の定め る注 意 義務を 果た せず 、容疑 をか けられ 、逮 捕、

勾留 され たこと によ り 職務を 物理 的に 全うで きな い状態 を招 き、

さら に市 民の信 頼を 著 しく失 墜さ せ、 そのこ とが 社会的 ・道 義的

責任 を問 うもの であ る という 認識 であ ります 。そ のこと を改 めて

強調させていただきたいと思います。



○岡田議長 土光議員。

○土 光議 員 逮 捕の み という 事実 、つ まり起 訴、 不起訴 の判 断以

前の 時点 で今回 の辞 職 勧告決 議案 、こ れは起 訴は される もの とい

う前 提で のもの なの か どうか 。そ うで あるな らば 起訴さ れる もの

と判 断す る理由 は何 で しょう か。 もし 不起訴 にな る可能 性が ある

とい う前 提もあ るの な らば、 もし 稲田 議員が 不起 訴にな って もこ

の決議案の内容は妥当であるという認識でしょうか。

○岡田議長 中田議員。

○中 田議 員 ま ず、 逮 捕され た、 要す るに容 疑を かけら れた だけ

でこ の責 任があ るの か という 御質 問で ござい ます が、こ れは 繰り

返し にな ります が、 基 本条例 第１ ３条 第１項 は、 結果と して の有

罪、 無罪 だけで なく 、 その前 段階 にお いて、 前段 階で疑 惑を 持た

れる おそ れのあ る行 為 自体を 慎む よう に求め てお ります 。重 大な

容疑 をか けられ 、逮 捕 にまで 至っ たと いう事 実は 、その 注意 義務

を果 たせ なかっ たと い うこと であ り、 社会的 ・道 義的責 任の 根拠

とし て十 分であ りま す 。した がっ て、 司法の 判断 を待つ まで もな

く、 議員 として の責 任 を明確 にし 、自 ら辞す る状 況にあ ると 考え

ます。

そ れか ら不起 訴と な った場 合、 誤認 逮捕と かで すね、 そう いっ

たも のに ついて の考 え 方です が、 議員 が先ほ ど御 指摘さ れた よう

な、 将来 的に、 司法 判 断にお ける あら ゆる可 能性 を否定 する もの

ではありません。

し かし 、どの よう な 事情が ある にせ よ、現 に重 大な容 疑を かけ

られ 、身 柄を拘 束さ れ て、議 会活 動を 停滞さ せ、 市民に 多大 な不

安と 不信 感を与 えて い るとい う客 観的 事実は 動き ません 。こ こは



司法 の場 ではあ りま せ ん。市 民の 負託 を得た 議会 という 場で 、市

民代 表に よる議 決を 諮 る場所 であ りま す。本 件が 問うて いる のは、

市民 の代 表とし て議 員 の品位 と信 頼を 保ち、 責任 を全う すべ き立

場に ある 者が市 民の 信 頼を失 墜し 、現 にその 職責 を果た せな い事

実を 招い ている こと に 対する 社会 的・ 道義的 責任 であり ます 。し

たが って 、将来 の司 法 判断の いか んに かかわ らず 、現在 のこ の事

態そ のも のが条 例の 求 める市 民の 信頼 に値す る高 い倫理 観に 照ら

し、自ら職を辞する状況にあると判断するものであります。

○岡田議長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。

お 諮り いたし ます 。 ただい ま議 題と なって おり ます本 件に つい

ては 、委 員会付 託を 省 略いた した いと 思いま す。 これに 御異 議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

門脇議員。

○門 脇議 員（登 壇） 旧会派 蒼生 会、 現在無 所属 の門脇 一男 です。

私は 、議 案第６ ０号 、 稲田清 議員 に対 する辞 職勧 告決議 につ いて、

賛成の立場から討論をいたします。

ま ず、 私と稲 田議 員 との関 係を 少し お話し させ ていた だき ます。

４年 前の ２年間 、稲 田 議員が 議長 のと き、私 は副 議長で あり まし

た。 その 後、会 派蒼 生 会にお いて 、稲 田議員 が会 長で、 私は 幹事

長で した 。言わ ば私 は 稲田議 員と 最も 近しい 議員 であり 、最 も親



しい 議員 でもあ りま し た。こ のよ うな 私がこ の討 論の場 に立 つべ

きか どう か深く 思い 悩 みまし た。 近し い関係 だか らこそ 、ま た親

しい 関係 だから こそ 、 この場 に立 って 討論を すべ きだと いう 結論

を導 き出 したも のの 、 一方で は、 いた たまれ ない 思いで 今、 私は

この場に立っています。

私 たち 議会は 、２ ０ １４年 に議 員発 議で議 員政 治倫理 条例 を制

定、 施行 いたし まし た 。そこ には 議員 は、市 民全 体の奉 仕者 とし

て、 人格 と倫理 の向 上 に努め 、市 民の 信頼に 応え 、市民 の信 頼に

値す る高 い倫理 観を 自 覚し、 その 品位 保持に 努め なけれ ばな らな

いと、このことが厳格に義務づけられています。

ま た、 議会基 本条 例 には、 議員 政治 倫理条 例を 遵守し なけ れば

なら ない とあり 、加 え て、議 員は 品位 を損な う行 為を慎 み、 地位

を利 用し て不正 の疑 惑 を持た れる おそ れのあ る行 為をし ない 等、

議員 とし ての責 務を 認 識し、 議会 の一 員とし て、 その使 命の 達成

に努めなければならないと定めています。

稲 田議 員は、 本年 ４ 月７日 、受 託収 賄容疑 で逮 捕され 、現 在も

勾留 が続 いてい る状 況 です。 稲田 議員 は、現 在、 起訴・ 公判 前で

はあ りま すが、 辞職 勧 告決議 にも あり ますよ うに 、現時 点で は推

定無 罪の 原則が ある も のの、 現職 の議 員が刑 事事 件の容 疑者 とし

て逮 捕、 勾留さ れ、 議 員とし ての 職務 を全う でき ない事 態に 至っ

たことは、極めて重い事実であります。

ま た、 こうも あり ま す。こ のよ うな 事態は 、市 民に多 大な る不

安と 衝撃 を与え 、米 子 市議会 に対 する 市民の 信頼 を著し く失 墜さ

せま した 。これ は、 た とえ刑 事司 法上 の判断 が確 定する 前で あっ

ても 、条 例が求 めて い る議員 の品 位や 市民の 信頼 に値す る高 い倫



理観 に照 らし、 議員 と しての 社会 的・ 道義的 責任 を免れ るも ので

はな いと 。全く その と おりで 、異 論を 挟む余 地は ないと 考え ます。

以 上の ことか ら、 稲 田議員 は、 事態 の重大 さと 自らの 社会 的・

道義 的責 任を真 摯に 受 け止め 、議 員と しての 責任 を明確 にす るた

め、 速や かにそ の職 を 辞する べき であ ると考 えま すので 、議 案第

６０ 号、 稲田議 員に 対 する辞 職勧 告決 議につ いて 賛成す るも ので

あります。

議 員各 位の良 識あ る 判断を 求め ます ととも に、 市議会 にも 市民

から の一 段と厳 しい 目 が向け られ てい ること 、ま た市議 会と して

も真 摯な 姿勢を もっ て 襟を正 す契 機と しなけ れば ならな いこ とを

付け加え、私の討論を終わります。

○岡田議長 ほかにございませんか。

矢田貝議員。

○矢田貝議員（登壇） 公明党の矢田貝香織でございます。

稲 田清 議員は 、４ 月 ７日、 受託 収賄 容疑で 逮捕 され、 勾留 が続

いて おり ます。 現時 点 では刑 事裁 判で 有罪が 確定 するま では 罪を

犯し てい ない人 とし て 扱わな けれ ばな らない とす る推定 無罪 の原

則に より 、稲田 議員 個 人の人 権は 尊重 され、 保障 される べき もの

であると初めに申し上げます。

そ の上 で、私 は、 た だいま 上程 され ました 議案 第６０ 号、 稲田

清議 員に 対する 辞職 勧 告決議 につ いて 、賛成 の立 場から 意見 を述

べさせていただきます。

私 たち 市議会 議員 は 、選挙 によ り市 民に選 ばれ た者で あり 、公

人で あり ます。 ３６ ５ 日、２ ４時 間、 常にそ のこ とを自 覚す ると

とも に、 その負 託に 応 えるべ く懸 命に 努力を し続 ける責 任が あり



ます。

市 民の 声に心 を寄 せ 、多く の市 民か らの相 談を 受けな がら 、議

員と して の職責 を遂 行 する上 で自 らを 律する ため の行動 規範 とし

ているのが米子市議会議員政治倫理条例であります。

そ の第 １条に は、 議 員が市 民の 厳粛 な負託 を受 けたも ので ある

こと を認 識し、 市民 全 体の奉 仕者 とし て、人 格と 倫理の 向上 に努

め、 いや しくも その 地 位によ る影 響力 を行使 して 自己の 利益 を図

るこ との ないよ う必 要 な措置 を定 める ことに より 、市政 に対 する

市民 の信 頼に応 える と ともに 、市 民が 市政に 対す る正し い認 識と

自覚 を持 ち、も って 公 正に開 かれ た民 主的な 市政 の発展 に寄 与す

るこ とを 目的と する と してお り、 第４ 条第２ 項に は、議 員は 、そ

の地 位を 利用し て、 い かなる 金品 も受 領して はな らない と規 定し

てあります。

ま た、 第３条 には 、 この条 例を 遵守 する旨 の宣 誓を行 うも のと

して 、稲 田議員 を含 め た私た ち全 議員 が宣誓 書を 提出し てい ます。

さ らに 、第２ 条第 ４ 項に、 議員 は、 政治倫 理基 準に反 する 事実

があ ると の疑い を持 た れた場 合は 、自 ら率先 して その説 明責 任を

果た さな ければ なら な いとあ りま す。 しかし 、現 状とし て稲 田議

員か らの 説明責 任が 果 たされ てい ると は言え ない と断じ るし かあ

りません。

こ れら 米子市 議会 議 員政治 倫理 条例 の各条 文に 照らし 、稲 田議

員に 対し て、自 身の 責 任を自 覚し 、議 員を辞 する ことを もっ て責

任を果たされることを断腸の思いで勧めるものでございます。

今 回の この事 案の 重 大さを 深く 受け 止めた 米子 市議会 の総 意と

して 、議 案第６ ０号 、 稲田清 議員 に対 する辞 職勧 告決議 につ いて



可決 する ことで 市議 会 への信 頼回 復の 一歩と なる ことを 願い 、私

の賛成討論といたします。

○岡田議長 ほかにございませんか。

土光議員。

○土 光議 員（登 壇） 土光均 です 。私 は、本 日、 ４月２ ７日 に提

案さ れて いる稲 田議 員 への辞 職勧 告決 議に反 対し ます。 以下 、そ

の理由を述べます。

今 回提 案され てい る 辞職勧 告決 議は 、逮捕 され ている が、 起訴

まで には 至って いな い 段階で 稲田 議員 が１０ ０万 円を受 け取 って

いる と推 定し、 刑事 事 件の容 疑者 とし て逮捕 、勾 留され 、議 員と

して の職 責を全 うで き ない事 態に 至っ た責任 が彼 にある とし て、

その 結果 、市民 に多 大 なる不 安と 衝撃 を与え 、米 子市議 会に 対す

る市 民の 信頼を 著し く 失墜さ せ、 議員 として の社 会的・ 道義 的責

任を 免れ るもの では な いと断 じ、 彼に 辞職勧 告を 決議し てい ます。

私 は、 逮捕さ れて い るとい う事 実の みをも って 、稲田 議員 が１

００ 万円 を受け 取っ て いると 推定 する ことは 時期 尚早だ と考 えま

す。 最近 の統計 では 、 検察官 で起 訴す る事件 の割 合は３ ０％ 半ば

です 。つ まり起 訴率 は ３０％ 半ば です 。ちな みに 起訴さ れた 場合

の有 罪率 は９９ ％を 超 えてい ます 。し たがっ て、 現時点 で彼 が１

００ 万円 受け取 って い ると事 実認 定ま たは推 定す ること は、 推定

無罪 の原 則、あ るい は 議員と して の社 会的・ 道義 的責任 とい う観

点から考えても適切ではないと考えます。

ま た、 今回の 辞職 勧 告決議 に反 対す る主要 な理 由では あり ませ

んが 、私 は、こ の決 議 に関し て以 下の ように 考え ていま す。 御存

じの よう に、辞 職勧 告 決議、 決議 をし たとし ても 法的拘 束力 は生



じま せん 。私は 、議 員 辞職勧 告決 議を するこ との 本質的 な意 味は、

この 人物 は信任 に値 し ない、 つま りあ なたが 今後 、議員 活動 する

こと は不 適切だ と議 会 として 特定 の議 員に烙 印を 押すこ とだ と考

えま す。 これを 今回 の 事案に 当て はめ てみる と、 稲田議 員は あと

２か 月で 任期を 終え ま す。自 動的 に議 員では なく なりま す。 また、

その 間、 状況か らし て 議員活 動を する ことは ない だろう と想 定さ

れま す。 そう考 える と 、今回 の辞 職勧 告決議 がな された とし ても

どの よう な意味 があ る のか、 私は 少々 疑問に 思っ てしま いま す。

たと え決 議がな され て も、そ れが 「米 子市議 会に 対する 市民 の信

頼を著しく失墜」の回復にはつながるとは私には思えません。

今 回の 事件で 議会 が 重く受 け止 めな ければ なら ないこ とは 、議

会で の一 般質問 が金 も うけの 手段 とし て利用 され た疑い があ ると

いう こと です。 市民 に そのよ うな こと がほか にも なかっ たの かな

ど、 私た ちの議 会活 動 への疑 念を 生じ させて いる ことだ と思 いま

す。 逮捕 容疑が 事実 で あると した ら、 例えば 、な ぜお金 を渡 した

相手 が稲 田議員 だっ た のか、 他の 議員 には同 様な 働きか けは なか

った のか 、稲田 議員 が 行った こと は議 会質問 だけ だった のか 、稲

田議 員の 議会で の質 問 で当局 の対 応に 何らか の影 響があ った のか、

そう いっ た疑問 が私 を 含めて 市民 の間 ではあ るの ではな いか と思

いま す。 ただ、 当局 の 対応の 影響 に関 しては 、報 道によ れば 市長

は一 切な いと否 定し て います 。決 して 稲田議 員の 質問で 何か 市政

が動 いた という こと は ないと いう ふう に市長 は断 言をし てい ます。

私 は、 このニ ュー ス を聞い たと き、 実は複 雑な 思いで した 。私

は、 今回 の事件 、稲 田 議員の 質問 で市 政に影 響が あった かど うか、

その こと が問題 では な いと考 えま す。 実際、 稲田 議員の 猿の 頭数



削減 に関 しての やり 取 り、こ の議 場で なされ まし た。改 めて 議事

録を 読ん でみる と、 そ の内容 は、 事実 に基づ き、 なるほ どと 思わ

せる もの でした 。そ も そも私 たち 議員 は、市 民の 様々な 問題 点、

市政 の課 題に関 し、 議 会での 質問 を通 し市政 をよ りよい 方向 に変

えて いこ う、影 響を 与 えよう との 思い で議員 活動 をして いる ので

はないでしょうか。

問 題は 、そこ に金 銭 が介在 する こと です。 先ほ ど述べ た市 民の

抱く 疑念 に対し て、 警 察、検 察で も取 調べが 行わ れてい ると 推測

しま すが 、議会 とし て も独自 に調 査を すべき と私 は考え ます 。そ

うい った 市民が 抱い て る疑問 、疑 念に 対して 、議 会とし て市 民に

対し 説明 責任を 果た し 、今後 この よう なこと が起 きない よう な仕

組み をつ くるこ と、 そ うする こと が「 米子市 議会 に対す る市 民の

信頼 を著 しく失 墜」 の 回復に つな がる と私は 思い ます。 単に 辞職

勧告 決議 を通し て稲 田 議員を 非難 する だけで は信 頼回復 には 到底

及ばないのではないかと私は考えます。以上です。

○岡田議長 ほかにありませんか。

西野議員。

○西 野議 員（登 壇） 会派自 由創 政、 西野太 一で す。議 案第 ６０

号、 稲田 清議員 に対 す る辞職 勧告 決議 に賛成 の立 場から 討論 いた

します。

ま ず冒 頭に、 市議 会 として の信 頼を 損ねる 事態 となっ てい るこ

とに 対し 、市民 の皆 様 に議員 の一 員と して深 くお わびを 申し 上げ

ます。

そ の上 で、ま だ有 罪 か無罪 かが 確定 してい ない 段階で 辞職 勧告

決議 は時 期尚早 では な いかと 辞職 勧告 決議へ の反 対の御 意見 につ



いて 、私 も法の 原則 と しての 推定 無罪 は極め て重 要であ ると 認識

して おり ます。 司法 の 場にお いて は厳 正な手 続の 下で事 実が 明ら

かに され るべき であ り 、その 判断 は裁 判所に 委ね られる べき もの

であります。

し かし ながら 、私 た ち市議 会議 員は 、単に 法的 責任だ けで はな

く、 市民 からの 信頼 の 上に成 り立 つ公 的な立 場に ありま す。 今回

のよ うに 収賄と いう 重 大な容 疑で 逮捕 される とい う事態 は、 その

時点 で既 に市議 会全 体 に対す る市 民の 信頼を 大き く損な うも ので

あり ます 。ここ で問 わ れてい るの は、 有罪か 無罪 かとい う司 法判

断で はな く、市 民か ら 負託を 受け た議 員とし ての 適格性 であ り、

市議 会と しての 信頼 を どう回 復す るか という 点で ありま す。 仮に

この 状況 に対し て市 議 会が何 の意 思表 示も示 さな ければ 、市 民の

皆様 から は議員 は身 内 に甘い ので はな いか、 自浄 作用が 働い てい

ない ので はない かと い った厳 しい 目が 向けら れる ことは 避け られ

ません。

辞 職勧 告決議 は、 法 的拘束 力を 持つ もので はあ りませ ん。 しか

し、 議会 として の倫 理 観と責 任を 示す 極めて 重い 意思表 示で あり

ます 。こ れは個 人の 刑 事責任 を断 定す るもの では なく、 あく まで

市議 会と しての 信頼 回 復に向 けた 政治 的・道 義的 判断で あり ます。

市民 の信 頼なく して 議 会は成 り立 ちま せん。 だか らこそ 今、 私た

ちは 市民 の皆様 に対 し 議会は 自ら を律 する組 織で あると いう 姿勢

を明確に示さなければならないと考えます。

以 上の 理由か ら本 決 議に賛 成す るも のであ りま す。以 上で 私の

討論を終わります。

○岡田議長 ほかに討論はありませんか。



錦織議員。

○錦 織議 員（登 壇） 日本共 産党 の錦 織陽子 です 。議案 第６ ０号

の共同提出者として、賛成の立場から以下討論いたします。

４ 月７ 日夕方 、議 会 事務局 長よ り前 議長が 家宅 捜査を 受け 、逮

捕されたという報告を受け、大変な衝撃を受けました。

先 ほど の土光 議員 の 討論の 中で 疑問 、疑念 が出 されま した 。そ

れら のこ とを解 決す る ために は、 第８ 条、政 治倫 理審査 会の 設置

をす べき だとい うふ う に、こ れが 妥当 だとい うふ うに私 たち 議員

も考 えま して、 一旦 は その方 向で 話し 合いま した が、結 論を 私た

ちの 議会 のこの 議員 の 任期中 、つ まり ６月３ ０日 までに は出 すこ

とは でき ないと いう ふ うに伝 えら れ、 それで 、だ からこ そ、 この

対応 をめ ぐって 、事 の 重大さ ゆえ 、我 々議員 は何 度も何 度も 慎重

に議論を重ね、本日の決議の提出に至りました。

米 子市 議会基 本条 例 第１３ 条第 ２項 により 、米 子市議 会議 員政

治倫 理条 例を特 別に 定 め、市 民か ら負 託を受 けた 議員に は、 特に

高い 倫理 観の下 、地 位 利用を して 自己 の利益 を図 ること のな いよ

う規定しています。

当 該議 員の逮 捕、 勾 留は、 既に ２０ 日にも 及び 、今後 どの よう

な展 開に なるの かも う かがい 知る こと はでき ませ ん。し かし 、当

該議 員が 政治倫 理条 例 の政治 倫理 基準 に反す る疑 いが持 たれ てい

るこ とや 、既に 公務 に 就くこ とが でき ない状 態で あり、 実際 に市

民か ら、 米子で も政 治 と金の 問題 かと 不信の 声が 議員に も寄 せら

れております。

私 たち 議員は 、市 議 会議員 選挙 で当 選する と、 議員政 治倫 理条

例に 基づ き宣誓 書を 提 出して いま す。 その職 責の 重さか らも 、こ



のた びの 事案は 辞職 勧 告に相 当す るも のとし て、 決議の 賛成 討論

といたします。以上です。

○岡田議長 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 ほかにないものと認め、討論を終結いたします。

これより本件を採決いたします。

本 件に ついて 、原 案 のとお り可 決す ること に賛 成の議 員の 起立

を求めます。

〔賛成者起立〕

○岡 田議 長 起 立多 数 であり ます 。よ って、 本件 は、原 案の とお

り可決されました。

以上で本臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。

こ れを もちま して 令 和８年 米子 市議 会４月 臨時 会を閉 会い たし

ます。

午前１０時３９分 閉会


